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(57)【要約】
【課題】一台の超音波診断装置において滑らかな動画像
表示と高精度な計測とを達成する。
【解決手段】三次元走査用超音波プローブ１１と、プロ
ーブ１１で取得されたエコー信号から被検体内の三次元
データを構築する三次元データ構築手段１６とを備えた
超音波診断装置において、画像化用の三次元データを取
得するための第１の動作モードと、所定の計測に用いる
計測用の三次元データを取得するための第２の動作モー
ドとを操作者に選択させるモード選択手段２１と、第１
の動作モードと第２の動作モードで適用される超音波ビ
ーム密度及び走査面密度の設定値をそれぞれ記憶する設
定値記憶手段１９と、モード選択手段２１によっていず
れかのモードが選択された際に、該モードに対応した設
定値を設定値記憶手段１９から読み出し、該設定値に従
ってプローブ１１の動作を制御する制御手段２０とを設
ける。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　a)超音波ビームを第１の走査方向及び該第１の走査方向と交差する第２の走査方向に走
査する三次元走査用超音波プローブと、
　b)該プローブを用いて取得されたエコー信号から被検体内部の三次元データを構築する
三次元データ構築手段と、
　c)画像化用の三次元データを取得するための第１の動作モードと、所定の計測に用いる
計測用の三次元データを取得するための第２の動作モードとを操作者に選択させるための
モード選択手段と、
　d)前記第１の動作モードにおいて適用される前記第１の走査方向及び/又は第２の走査
方向における超音波ビーム密度の設定値と、前記第２の動作モードにおいて適用される前
記第１の走査方向及び/又は第２の走査方向における超音波ビーム密度の設定値とを記憶
する設定値記憶手段と、
　e)前記モード選択手段によって前記いずれかのモードが選択された際に、該モードに対
応した前記設定値を前記設定値記憶手段から読み出し、該設定値に従って前記三次元走査
用超音波プローブの動作を制御する制御手段と、
　を備えることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記第２の動作モードにおいて適用される前記第１の走査方向及び/又は第２の走査方
向における超音波ビーム密度が、前記第１の動作モードにおいて適用される前記第１の走
査方向及び/又は第２の走査方向における超音波ビーム密度に比べて高くなるように設定
されていることを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　a)超音波ビームを第１の走査方向及び該第１の走査方向と交差する第２の走査方向に走
査する三次元走査用超音波プローブと、
　b)該プローブを用いて取得されたエコー信号から被検体内部の三次元データを構築する
三次元データ構築手段と、
　c)前記三次元データを用いた計測に関する指示を操作者から受け付ける計測指示受付手
段と、
　d)計測指示受付手段によって前記計測に関する指示が受け付けられた際に、計測対象と
なる三次元データの取得時点での第１の走査方向及び/又は第２の走査方向における超音
波ビーム密度の設定値を参照し、該設定値に基づいて、該三次元データを用いた計測によ
り所定の計測精度が達成できるか否かを判定する判定手段と、
　を備えることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項４】
　更に、
　a)前記判定手段によって前記所定の計測精度が達成できないと判定された場合に、該所
定の計測精度を達成できるように、前記第１の走査方向及び/又は第２の走査方向におけ
る超音波ビーム密度の設定値を変更する設定値変更手段と、
　b)設定値変更手段による変更後の設定値に従って前記三次元走査用超音波プローブを制
御することによりエコー信号を再収集するエコー信号再収集手段と、
　を備えることを特徴とする請求項３に記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　超音波ビームを第１の走査方向及び該第１の走査方向と交差する第２の走査方向に走査
する三次元走査用超音波プローブと、所定の制御条件に従って前記プローブの動作を制御
するプローブ制御手段と、該プローブを用いて取得されたエコー信号から被検体内部の三
次元データを構築する三次元データ構築手段とを備えた超音波診断装置を制御するプログ
ラムであって、
　前記超音波診断装置を、
　a)操作者の操作により、画像化用の三次元データを取得するための第１の動作モード、
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又は所定の計測に用いる計測用の三次元データを取得するための第２の動作モードのいず
れかを選択するモード選択手段と、
　b)前記第１の動作モードにおいて適用される前記第１の走査方向及び/又は第２の走査
方向における超音波ビーム密度の設定値と、前記第２の動作モードにおいて適用される前
記第１の走査方向及び/又は第２の走査方向における超音波ビーム密度の設定値とを記憶
した設定値記憶手段から、前記モード選択手段で選択されたモードに応じた設定値を取得
し、該設定値に基づいて前記プローブ制御手段における制御条件を変更する制御条件変更
手段と、
　として機能させることを特徴とするプログラム。
【請求項６】
　超音波ビームを第１の走査方向及び該第１の走査方向と交差する第２の走査方向に走査
する三次元走査用超音波プローブと、所定の制御条件に従って前記プローブの動作を制御
するプローブ制御手段と、該プローブを用いて取得されたエコー信号から被検体内部の三
次元データを構築する三次元データ構築手段とを備えた超音波診断装置を制御するプログ
ラムであって、
　前記超音波診断装置を、
　a)操作者からの前記三次元データを用いた計測に関する指示を受けて指示信号を発生す
る信号発生手段と、
　b)前記信号発生手段からの信号に応じて、計測対象となる三次元データの取得時点での
第１の走査方向及び/又は第２の走査方向における超音波ビーム密度の設定値を参照し、
該設定値に基づいて該三次元データを用いた計測により所定の計測精度が達成できるか否
かを判定する判定手段と、
　として機能させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波診断装置に関し、特に、三次元画像の生成・表示が可能な超音波診断
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、被検体内部の情報を三次元画像として表示する機能を備えた超音波診断装置が知
られており、種々の診断に用いられている。このような超音波診断装置では、超音波プロ
ーブによって、断面位置の異なる複数枚の二次元超音波画像（断層画像又はドプラ画像）
が連続的に収集され、該二次元超音波画像データのセットから撮像対象のボリュームデー
タ（三次元データ）が構築される。その後、該三次元データは、ボリュームレンダリング
やサーフェスレンダリング等の手法によって二次元の投影面に投影され、該投影画像が被
検体内の所定の領域を示す三次元画像としてモニタの画面上に表示される。
【０００３】
　更に、近年では、このような超音波走査、三次元データの構築、及び三次元画像（投影
画像）の生成・表示を短時間で繰り返し行うことにより、三次元画像を動画としてほぼリ
アルタイムに表示することのできる、いわゆるリアルタイム三次元動画像表示機能を備え
た超音波診断装置も広く用いられるようになっている。（例えば、非特許文献１を参照）
。
【０００４】
【非特許文献１】夫律子著「フルカラーアトラス最新３Ｄ／４Ｄ　胎児超音波画像診断」
メディカ出版, 2004年1月31日, pp.24-27
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記のような三次元動画像表示機能を備えた超音波診断装置では、滑らかな動画像表示
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を実現するために、三次元画像の構築速度を高くすることが求められる。しかし、このよ
うな高速な三次元画像構築を行うためには、一度の三次元走査で取得するデータ量を制限
する必要があり、結果的に得られる三次元データ及び三次元画像の精度（即ち分解能）が
低下することとなる。
【０００６】
　一方、三次元画像を生成可能な超音波診断装置では、取得された三次元データを基に被
検体内の任意の部位の長さや角度、面積、又は体積等の計測を行う場合がある。このよう
な計測において計測精度を上げるためには、計測対象となる三次元データの分解能を高く
することが求められる。しかし、そのためには、一度の三次元走査で多くのデータを取得
する必要があり、結果的に三次元画像の構築速度が低下することとなる。
【０００７】
　以上のように、三次元画像を表示する機能を備えた超音波診断装置において、滑らかな
動画像表示を実現することと、高精度な計測を実現することとは相反する関係にあった。
【０００８】
　本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、一台の装置
によって、高い構築速度での三次元画像の構築と高精度な計測とを達成することのできる
超音波診断装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するためになされた本発明の第１の態様に係る超音波診断装置は、
　a)超音波ビームを第１の走査方向及び該第１の走査方向と交差する第２の走査方向に走
査する三次元走査用超音波プローブと、
　b)該プローブを用いて取得されたエコー信号から被検体内部の三次元データを構築する
三次元データ構築手段と、
　c)画像化用の三次元データを取得するための第１の動作モードと、所定の計測に用いる
計測用の三次元データを取得するための第２の動作モードとを操作者に選択させるための
モード選択手段と、
　d)前記第１の動作モードにおいて適用される前記第１の走査方向及び/又は第２の走査
方向における超音波ビーム密度の設定値と、前記第２の動作モードにおいて適用される前
記第１の走査方向及び/又は第２の走査方向における超音波ビーム密度の設定値とを記憶
する設定値記憶手段と、
　e)前記モード選択手段によって前記いずれかのモードが選択された際に、該モードに対
応した前記設定値を前記設定値記憶手段から読み出し、該設定値に従って前記三次元走査
用超音波プローブの動作を制御する制御手段と、
　を備えることを特徴としている。
【００１０】
　ここで、画像化用の三次元データとは、計測に使用せず、主に観察に用いるための画像
を生成するのに用いられる三次元データを意味している。一方、計測用の三次元データと
は、上述のような計測に用いるための三次元データを意味している（但し、該三次元デー
タを画像化に使用しないことを意味するものではない）。
【００１１】
　三次元データの分解能は、三次元走査における超音波ビームの密度に依存するため、上
記第１の走査方向における超音波ビーム密度及び／又は第２の走査方向における超音波ビ
ーム密度を高くすれば、三次元データに基づく計測において高い計測精度を実現すること
ができる。一方、これらの超音波ビーム密度を低くして一度の超音波走査で収集するデー
タ量を少なくすれば、三次元画像の構築速度を高くすることができる。
【００１２】
　上記本発明の第１の態様に係る超音波診断装置によれば、操作者がモード選択手段によ
って上記第１の動作モード又は第２の動作モードを切り替えることにより、上記第１の走
査方向における超音波ビーム密度及び／又は第２の走査方向における超音波ビーム密度を
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画像化に適した値、あるいは計測に適した値に容易に変更することができる。
【００１３】
　上記本発明の第１の態様に係る超音波診断装置は、前記第２の動作モードにおいて適用
される前記第１の走査方向及び/又は第２の走査方向における超音波ビーム密度が、前記
第１の動作モードにおいて適用される前記第１の走査方向及び/又は第２の走査方向にお
ける超音波ビーム密度に比べて高くなるように設定されているものとすることが望ましい
。
【００１４】
　なお、上記設定値記憶手段には、工場出荷時に設定した設定値を記憶させてもよく、操
作者が所定の範囲内で設定値を登録できるようにしてもよい。また、工場出荷時の設定値
を操作者が変更できるようにしてもよい。
【００１５】
　上記課題を解決するためになされた本発明の第２の態様に係る超音波診断装置は、
　a)超音波ビームを第１の走査方向及び該第１の走査方向と交差する第２の走査方向に走
査する三次元走査用超音波プローブと、
　b)該プローブを用いて取得されたエコー信号から被検体内部の三次元データを構築する
三次元データ構築手段と、
　c)前記三次元データを用いた計測に関する指示を操作者から受け付ける計測指示受付手
段と、
　d)計測指示受付手段によって前記計測に関する指示が受け付けられた際に、計測対象と
なる三次元データの取得時点での第１の走査方向及び/又は第２の走査方向における超音
波ビーム密度の設定値を参照し、該設定値に基づいて、該三次元データを用いた計測によ
り所定の計測精度が達成できるか否かを判定する判定手段と、
　を備えることを特徴としている。
【００１６】
　ここで、三次元データを用いた計測とは、三次元データ上における任意の２点間の空間
的な距離を測定したり、任意の領域の体積を測定したりといった三次元的な計測の他、三
次元データから任意断面の画像を生成し、該画像上における２点間の距離や任意領域の面
積を計測するといった二次元的な計測も含むものとする。また、上記の計測に関する指示
とは、操作者が計測対象とする三次元データを決定してから計測が行われるまでの間に、
該計測に関して操作者が行う各種の指示を意味している。三次元データを用いた計測を行
う際は、一般に、三次元超音波走査を停止して計測に使用する三次元データを決定した状
態で、操作者がモニタに表示される三次元画像（投影画像）又は任意断面画像上で計測部
位を指定して計測の実行を指示することにより、計測のための演算が実行される。従って
、上記計測に関する指示としては、例えば、計測対象とする三次元データの決定指示や、
計測部位指定用のキャリパ等の表示指示、あるいは計測処理の開始指示などが考えられる
。
【００１７】
　上記本発明の第２の態様に係る超音波診断装置によれば、操作者が計測に使用する三次
元データを決定して計測に関する指示を行った際に、該計測対象の三次元データを用いた
計測によって所望の計測精度が達成できるか否かが判定手段によって判定されるため、例
えば、前記計測精度が達成できない場合には、所定の通知手段によって操作者にその旨を
通知することにより、操作者が超音波ビーム密度の設定値を変更して三次元走査をやり直
す等の対応をとることができる。
【００１８】
　また、上記本発明の第２の態様に係る超音波診断装置は、更に、
　a)前記判定手段によって前記所定の計測精度が達成できないと判定された場合に、該所
定の計測精度を達成できるように、前記第１の走査方向及び/又は第２の走査方向におけ
る超音波ビーム密度の設定値を変更する設定値変更手段と、
　b)設定値変更手段による変更後の設定値に従って前記三次元走査用超音波プローブを制
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御することによりエコー信号を再収集するエコー信号再収集手段と、
　を備えるものとすることが望ましい。
【００１９】
　ここで、上記設定値変更手段は、判定手段によって所定の計測精度が達成できないと判
定された時点で、所定の演算によって上記所定の計測精度が達成できるような第１の走査
方向及び/又は第２の走査方向における超音波ビーム密度の値を求めるものとしてもよく
、あるいは、このような超音波ビーム密度の値を予め所定の記憶手段に記憶させておいて
、判定手段によって所定の計測精度が達成できないと判定された時点で、該超音波ビーム
密度の値を前記記憶手段から読み出すものとしてもよい。
【００２０】
　このような構成によれば、上記判定手段によって上記所定の計測精度が達成できないと
判定された場合に、上記設定値変更手段によって自動的に超音波ビーム密度の設定値が適
当な値に変更され、エコー信号再収集手段の働きにより該変更後の設定値に従った三次元
走査が実行されるため、三次元データの再取得に要する操作者の手間を軽減することがで
きる。
【００２１】
　また、本発明は、超音波ビームを第１の走査方向及び該第１の走査方向と交差する第２
の走査方向に走査する三次元走査用超音波プローブと、所定の制御条件に従って前記プロ
ーブの動作を制御するプローブ制御手段と、該プローブを用いて取得されたエコー信号か
ら被検体内部の三次元データを構築する三次元データ構築手段とを備えた超音波診断装置
を制御するプログラムであって、前記超音波診断装置を、
　a)操作者の操作により、画像化用の三次元データを取得するための第１の動作モード、
又は所定の計測に用いる計測用の三次元データを取得するための第２の動作モードのいず
れかを選択するモード選択手段と、
　b)前記第１の動作モードにおいて適用される前記第１の走査方向及び/又は第２の走査
方向における超音波ビーム密度の設定値と、前記第２の動作モードにおいて適用される前
記第１の走査方向及び/又は第２の走査方向における超音波ビーム密度の設定値とを記憶
した設定値記憶手段から、前記モード選択手段で選択されたモードに応じた設定値を取得
し、該設定値に基づいて前記プローブ制御手段における制御条件を変更する制御条件変更
手段と、
　として機能させることを特徴とするプログラムも提供する。
【００２２】
　また更に、本発明は、超音波ビームを第１の走査方向及び該第１の走査方向と交差する
第２の走査方向に走査する三次元走査用超音波プローブと、所定の制御条件に従って前記
プローブの動作を制御するプローブ制御手段と、該プローブを用いて取得されたエコー信
号から被検体内部の三次元データを構築する三次元データ構築手段とを備えた超音波診断
装置を制御するプログラムであって、前記超音波診断装置を、
　a)操作者からの前記三次元データを用いた計測に関する指示を受けて指示信号を発生す
る信号発生手段と、
　b)前記信号発生手段からの信号に応じて、計測対象となる三次元データの取得時点での
第１の走査方向及び/又は第２の走査方向における超音波ビーム密度の設定値を参照し、
該設定値に基づいて該三次元データを用いた計測により所定の計測精度が達成できるか否
かを判定する判定手段と、
　として機能させることを特徴とするプログラムも提供する。
【発明の効果】
【００２３】
　以上の通り、本発明に係る超音波診断装置によれば、一台の装置で、高速な三次元画像
の構築と計測に適した高精度な三次元データの収集を容易に実現することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
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　以下、本発明の第１の実施例に係る超音波診断装置について図面を用いて説明する。図
１は、本発明の第一の実施例に係る超音波診断装置の要部構成を示すブロック図であり、
図２は同実施例の超音波診断装置における三次元走査を説明する図である。
【００２５】
　超音波プローブ１１は、図２に示すように、一次元状に配列された多数の超音波振動子
から成る振動子アレイ１１ａと振動子アレイ１１ａを機械的に走査するための駆動機構（
図示略）とが内蔵された、いわゆる機械走査型の三次元超音波プローブであり、超音波振
動子の電子走査によって超音波ビーム３１を走査して二次元的な走査面３２を形成し、駆
動機構による機械走査によって走査面３２の位置を順次変化させることにより、被検者体
内の任意の三次元領域（以下、「撮像対象領域」と呼ぶ）に関するエコー信号を収集する
ものである。なお、図２中ではコンベックス型の超音波プローブを示したが、本発明はリ
ニア型やセクタ型などの他の走査方式の超音波プローブを用いる場合にも同様に適用可能
である。
【００２６】
　超音波プローブ１１は、超音波診断装置の本体に設けられたコネクタ（図示略）を介し
て送受信部１２及び機械走査制御部１３に接続されている。送受信部１２は、所定の駆動
パルスを生成して超音波プローブ１１へ送信すると共に、超音波プローブ１１の各超音波
振動子から出力されるエコー信号を増幅して整相加算することにより走査線１本分に相当
するビーム信号を生成する。なお、このとき各超音波振動子における超音波送受のタイミ
ングを適宜調整することにより、超音波ビーム３１が超音波振動子の配列方向に電子走査
される。一方、機械走査制御部１３は、超音波プローブ１１に内蔵された駆動機構の動作
を制御するものであり、該駆動機構によって振動子アレイ１１ａを所定の間隔で移動させ
ることにより、超音波ビーム３１が短軸方向（スライス方向）に機械走査される。なお、
ここでは前記の電子走査の方向及び機械走査の方向が、それぞれ本発明における第１の走
査方向及び第２の走査方向に相当する。
【００２７】
　信号処理部１４は、送受信部１２から出力される前記ビーム信号に所定の処理を施すこ
とにより画像信号を生成し、アナログ／デジタル変換処理によって画像信号をデジタル化
した上でデジタルスキャンコンバータ１５（以下、ＤＳＣと略称する）に送出する。なお
、アナログ／デジタル変換処理は送受信部１２で行う構成にしてもよい。ＤＳＣ１５は、
前記の信号処理部１４や後述の三次元画像生成部１６で生成された画像データに基づき、
モニタ１７上に二次元超音波画像や三次元超音波画像を表示させるための処理を行う。
【００２８】
　三次元画像生成部１６は、図示しないボリュームメモリを有しており、信号処理部１４
の出力を基にＤＳＣ１５において生成された複数の二次元超音波画像を所定の位置関係で
並べ、画像間の間隙を補間して該ボリュームメモリに格納することにより撮像対象領域の
三次元データ（ボリュームデータ）を構築する。更に、三次元画像生成部１６は、該三次
元データに基づき、ボリュームレンダリング処理やサーフェスレンダリング処理によって
前記三次元データを仮想的な投影面に投影した投影画像（以下、これを三次元画像と呼ぶ
）を生成する。また、前記三次元データに基づいて任意の断面における断層画像を生成す
ることもできる。
【００２９】
　上述の超音波プローブ１１による撮像対象領域に対する三次元超音波走査を所定の周期
で繰り返し行い、三次元画像生成部１６にて生成された三次元画像をＤＳＣ１５を経てモ
ニタ１７の画面上に順次表示することにより、撮像対象領域を表した三次元画像がモニタ
１７上に動画として略リアルタイムに表示される。
【００３０】
　計測部１８は、三次元画像生成部１６で構築された三次元データに基づいて撮像対象領
域内の所定部位の長さや角度、面積、又は体積等を計測するものであり、記憶部１９は、
後述する画像化用撮像モードと計測用撮像モードにおいて適用される各種制御条件を記憶
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するものである。
【００３１】
　上記各部の動作はＣＰＵやＲＡＭ等を含む中央制御部２０によって制御されており、中
央制御部２０にはキーボードや各種操作ボタン、トラックボール等を備えた操作部２１に
よって操作者からの指示が入力される。なお、中央制御部２０には、現在適用されている
制御条件を保持する制御条件保持部２２が設けられており、制御条件保持部２２に保持さ
れている制御条件に従って中央制御部２０が送受信部１２及び機械走査制御部１３を含む
各部の動作を制御する。
【００３２】
　中央制御部２０を中心とする上記各部の機能は、超音波プローブ１１、操作部２１、モ
ニタ１７などの入出力装置を除いて、ＣＰＵに所定のプログラムを実行させることにより
、いわゆるソフトウェア的に実現してもよく、回路などによってハードウエア的に構成し
てもよい。また、両者が組み合わされた構成であってもよい。
【００３３】
　なお、本実施例では、三次元画像生成部１６が本発明の第１の態様における三次元デー
タ構築手段に相当し、記憶部１９、操作部２１、及び中央制御部２０がそれぞれ本発明の
第１の態様における設定値記憶手段、モード選択手段、及び制御手段に相当する。
【００３４】
　計測部１８における計測の精度は、計測対象とする三次元データの分解能によって決ま
る。また、該三次元データの分解能は、上述の三次元走査における電子走査の方向におけ
る超音波ビーム密度（即ち第１の走査方向における超音波ビームの密度）、及び機械操作
の方向における走査面密度（即ち第２の走査方向における超音波ビームの密度）、並びに
信号処理部１４におけるアナログ／デジタル変換処理のサンプリング間隔に依存する。従
って、これらの密度を高く（又は間隔を狭く）すれば、計測部１８における計測の精度を
向上させることができる。但し、一方で三次元画像の構築速度が低下することとなり、三
次元動画像表示におけるボリュームレートが低下する。
【００３５】
　そこで、本実施例に係る超音波診断装置は、計測に用いる三次元データを収集するため
の計測用撮像モード（本発明の第１の態様における「第２の動作モード」に相当）と、画
像化に用いる三次元画像を収集する画像化用撮像モード（本発明の第１の態様における「
第１の動作モード」に相当）の２つの動作モードを切り換え可能とし、通常の観察時には
、画像化用撮像モードによってデータの収集密度を相対的に低くして高ボリュームレート
での三次元動画像表示を行い、計測用の三次元データを収集する場合にのみ、計測用撮像
モードによってデータの収集密度を相対的に高くして高精度な三次元データを取得できる
ようにしたものである。
【００３６】
　このような切り替えを可能とするために、記憶部１９には、上記の画像化用撮像モード
及び計測用撮像モードのそれぞれにおける制御条件として上記の超音波ビーム密度及び走
査面密度の設定値が各モード毎に記憶されている。なお、画像化用撮像モードにおいて適
用される超音波ビーム密度及び走査面密度の値は相対的に小さいものとし、計測用画像モ
ードに適用される超音波ビーム密度及び走査面密度の値は相対的に大きいものとする。こ
れらの設定値は予め所定のボリュームレートを達成できる値及び所定の計測精度が達成で
きる値等を求めて工場出荷時に記憶部１９に記憶させてもよく、操作者が所定の範囲内で
設定して記憶部１９に記憶させるものとしてもよい。
【００３７】
　以下、本実施例１に係る超音波診断装置を用いた三次元超音波画像の撮像及び計測の手
順について図３のフローチャートを用いて説明する。
【００３８】
　まず、操作者が超音波プローブ１１を被検者体表の所定の位置に当接させ、操作部２１
で所定の操作を行うことにより超音波走査の開始を指示する。この時点では、操作者が特
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に指示しない限り、自動的に画像化用撮像モードが適用されるため、超音波ビーム密度及
び走査面密度を相対的に低くした三次元走査が行われ、モニタ１７には三次元動画像が高
ボリュームレートで表示される（ステップＳ１１）。
【００３９】
　操作者は、モニタ１７の画面上で三次元動画像を観察し、観察が終了したら、操作部２
１に設けられた所定のボタンを押下することによって動作モードの切り替えを指示する（
ステップＳ１２でＹｅｓ）。中央制御部２０はこの操作信号を受けると、記憶部１９から
計測用撮像モードに対応した超音波ビーム密度及び走査面密度の設定値を読み出して制御
条件保持部２２に保持させる（ステップＳ１３）。これにより、以降は計測用撮像モード
に対応した超音波ビーム密度の設定値に従って送受信部１２の動作が制御されると共に、
同モードに対応した走査面密度の設定値に従って機械走査制御部１３の動作が制御され、
超音波ビーム密度及び走査面密度を相対的に高くした三次元走査が実行される（ステップ
Ｓ１４）。
【００４０】
　なお、計測用撮像モードにおいても、三次元画像生成部１６では、構築された三次元デ
ータを基に三次元画像が生成され、該三次元画像が順次モニタ１７に表示される。操作者
はモニタ１７に動画像として表示される三次元画像を確認しながら任意の時点でフリーズ
操作、つまり超音波画像の取り込み停止の指示を行う（ステップＳ１５）。中央制御部２
０はこの操作信号を受けると、超音波プローブ１１による超音波走査を中止し、更に、三
次元データの構築及び画像化も停止する。従って、フリーズ操作の直前に生成された三次
元画像がモニタ１７の画面内に表示された状態で画像の更新が一時停止する。操作者は、
フリーズされた三次元画像が計測用の画像として適切であるか否かを目視によって確認し
た後、操作部２１で所定の操作を行う。これにより、三次元画像生成部１６のボリューム
メモリに保持されている三次元データ（すなわち前記三次元画像の基となった三次元デー
タ）が計測用の三次元データとして決定され（ステップＳ１６）、計測部位を指定するた
めのポインタやキャリパ等がモニタ１７上の三次元画像に重畳表示される。なお、フリー
ズされた三次元画像が計測用の画像として適切でないとユーザが判断した場合には、操作
部２１を操作して超音波走査を再開させ、三次元動画像を再度表示させた上でフリーズを
やり直す。また、フリーズ状態においてユーザが操作部２１に設けられたトラックボール
等を操作することにより、シネメモリ（図示略）に蓄えられた過去数セット分の三次元デ
ータを画像化して順次画面上に表示させ、その中から適切な画像を選択することも可能で
ある。
【００４１】
　続いて、操作者は操作部２１のトラックボール等を操作して前記ポインタやキャリパの
位置や角度等を変更して計測の対象とする部位を指定する（ステップＳ１７）。計測対象
部位の指定が完了すると、計測部１８によって所定の演算処理が実行されて、上記ポイン
タやキャリパ等によって指定した部位の長さや角度、面積、体積等が上記の三次元データ
に基づいて計測され（ステップＳ１８）、その計測結果がモニタ１７の画面上に表示され
る。
【００４２】
　なお、ここでは、三次元画像上で直接計測対象部位を指定する場合を例に説明したが、
まず操作者が三次元画像上で任意の断面位置を指定し、三次元画像データを基に生成され
た該断面の画像上で測定部位を指定することもできる。また、操作者による計測対象部位
の指定を行わず、三次元データの輝度値に基づいて自動的に目的部位を抽出してその面積
や体積等を計測するものであってもよい。なお、以上の計測部位の指定及び計測処理は従
来既知の測定用プログラム等によって行うことができる。
【００４３】
　なお、計測用撮像モードの実行中に、操作者が操作部２１で動作モードの切り替えを指
示することもできる。このような指示がなされると、画像化用撮像モードに対応した超音
波ビーム密度及び走査面密度の設定値が記憶部１９から制御条件保持部２２に読み出され
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、以降は画像化用撮像モードによる三次元走査が実行される。
【００４４】
　また、画像化用撮像モード及び計測用撮像モードのそれぞれにおける制御条件として、
更にエコー信号をアナログ／デジタル変換処理する際のサンプリング間隔の設定値を各モ
ード毎に記憶部１９に記憶させ、操作者がモード切り替えを指示することにより、超音波
ビーム密度、走査面密度及び該サンプリング間隔の設定値が変化するようにしてもよい。
この場合、サンプリング間隔の設定値は、画像化用撮像モードにおいて相対的に大きく、
計測用撮像モードにおいては相対的に小さくなるように設定する。
【００４５】
　続いて、本発明に係る超音波診断装置の第２の実施例について説明する。本実施例の超
音波診断装置は、操作者から計測に関する指示を受けた時点で、計測対象となる三次元デ
ータによって所定の計測精度が達成できるか否かを装置側で自動的に判定する機能を備え
たものである。
【００４６】
　図４は本実施例に係る超音波診断装置の要部構成を示すブロック図である。図１と同一
又は対応する構成要素については同一符号を付し、特に要しない限り説明を省略する。即
ち、図４で明らかなように、この超音波診断装置は上記実施例１で説明した構成に加えて
判定部２３を備えている。判定部２３は、制御条件保持部２２に保持されている制御条件
を参照し、該制御条件に基づいて生成された三次元データ（すなわち計測対象とする三次
元データ）によって所定の計測精度が達成できるか否かを判定するものである。
【００４７】
　本実施例において記憶部１９は、所定の画像精度を達成するための超音波ビーム密度及
び走査面密度の値を記憶している。制御条件保持部２２は上記第１の実施例のものと同じ
く、中央制御部２０において現在適用されている制御条件を保持するものであり、制御条
件保持部２２に保持されている超音波ビーム密度及び走査面密度等の制御条件に従って、
送受信部１２及び機械走査制御部１３を始めとする各部の動作が制御される。なお、制御
条件保持部２２に保持されている超音波ビーム密度及び走査面密度の設定値は、操作者が
操作部２１で所定の操作を行うことにより自由に変更可能である。
【００４８】
　なお、本実施例では、三次元画像生成部１６、操作部２１及び判定部２３が、それぞれ
上記本発明の第２の態様における三次元データ構築手段、計測指示受付手段、及び判定手
段に相当し、中央制御部２０が上記本発明の第２の態様における設定値変更手段及びエコ
ー信号再収集手段として機能する。
【００４９】
　次に、本実施例に係る超音波診断装置の動作について、図５のフローチャートを用いて
説明する。まず、操作者が超音波プローブ１１を被検者体表の所定の位置に当接させ、操
作部２１で所定の操作を行うことにより超音波走査の開始を指示する。この時点で制御条
件保持部２２には、制御条件として所定の初期値が保持されており、該初期値に従った三
次元画像の撮像が実行される（ステップＳ２１）。なお、このとき、操作者がモニタ１７
に表示される三次元画像を参照して必要と判断した場合には、操作部２１で所定の操作を
行うことにより超音波ビーム密度又は走査面密度等を含む各種制御条件を変更する。これ
により、制御条件保持部２２に保持された制御条件が更新され、以降は、更新後の制御条
件に従った三次元データの収集及び画像化が実行される。
【００５０】
　モニタ１７に三次元動画像が表示されている状態で操作者が操作部２１でフリーズ操作
を行うことにより、超音波走査及び三次元データの収集及び画像化が一時的に停止し、直
前に生成された三次元画像がモニタ１７の画面上に静止画として表示される（ステップＳ
２２）。操作者は、フリーズされた画像が計測用の画像として適切であるか否かを目視に
よって判断し、適切でないと判断した場合には、操作部２１を操作することにより、超音
波走査を再開させて三次元動画像を再度表示させた上でフリーズをやり直す。また、上記
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同様に、シネメモリに蓄えられた過去数セット分の三次元画像データを順次呼び出し、そ
の中から適切な画像を選択してもよい。その後、画像をフリーズさせた状態で操作者が操
作部２１で所定の操作を行うと、その時点で三次元画像生成部１６のボリュームメモリに
保持されている三次元データ（すなわち前記三次元画像の基となった三次元データ）が計
測用の三次元データとして決定される（ステップＳ２３）。
【００５１】
　以上により計測用の三次元データが決定されると、判定部２３が制御条件保持部２２に
保持されている現時点における（即ち計測対象となる三次元データの取得時点における）
超音波ビーム密度、走査面密度、及びサンプリング間隔の設定値に基づいて、計測対象の
三次元データによって所定の計測精度が達成できるか否かを判定する（ステップＳ２４）
。
【００５２】
　上記判定の一例として、次のような判別式を用いた判定を考えることができる。例えば
、許容誤差が３％である場合に、誤差３％以内で計測可能な最小の長さを「計測精度を満
たす長さ」とし、それを基準に超音波ビーム密度等を決定する。ここで、ビーム間の距離
をｂ、走査面の間隔をｐ、サンプリング間隔を距離換算した値をｓとしたときに、各サン
プリング点を頂点とする直方体を考え、該直方体の重心と２つの異なる頂点を通る対角線
の長さについて、
　　√（ｂ２＋ｐ２＋ｓ２）＜ 計測精度を満たす長さ
を満たしているかを判別する。
　なお、上記判別式はあくまで一例であり、これ以外の手法を用いて判定を行ってもよい
ことは当然である。
【００５３】
　判定部２３による判定の結果、所定の計測精度が達成できると判断された場合（ステッ
プＳ２４でＹｅｓ）には、モニタ１７に表示された三次元画像上に計測領域を指定するた
めのポインタやキャリパなどが重畳表示されるので、操作者は操作部２１のトラックボー
ル等を操作して前記ポインタやキャリパの位置や角度等を変更して計測の対象となる部位
を指定する（ステップＳ２９）。計測部位の指定が完了すると、計測部１８によって、上
記ポインタやキャリパ等によって指定した部位の長さや角度、面積、体積等が上記の三次
元データに基づいて計測され（ステップＳ３０）、その計測結果がモニタ１７の画面上に
表示される。
【００５４】
　一方、判定部２３による判定の結果、所定の計測精度が達成できないと判断された場合
（ステップＳ２４でＮｏ）には、中央制御部２０は、前記計測精度を達成可能な超音波ビ
ーム密度及び走査面密度の設定値を記憶部１９から読み出して、制御条件保持部２２に保
持された設定値を変更する（ステップＳ２５）と共に、フリーズを解除して三次元走査並
びに三次元データの収集及び画像化を再開する（ステップＳ２６）。これにより、超音波
ビーム密度及び／又は走査面密度を高くした三次元走査が自動的に実行される。
【００５５】
　操作者は、モニタ１７を参照しながら適当な時点でフリーズ操作を行った上で計測用画
像を決定し（ステップＳ２７及びＳ２８）、上記と同様にして計測部位を指定して（ステ
ップＳ２９）、計測部１８による計測を実行する（ステップＳ３０）。
【００５６】
　なお、記憶部１９には、所定の計測精度を達成するための超音波ビーム密度及び走査面
密度の設定値に加えて、所定の計測精度を達成するためのサンプリング間隔の設定値も記
憶させておき、所定の計測精度が達成できないと判断された場合にこれらを読み出すもの
としてもよい。また、これらの設定値を記憶部１９に予め記憶させておく代わりに、その
都度演算によって求めるようにすることもできる。この場合、上述のビーム間の距離ｂ、
走査面の間隔ｐ、サンプリング間隔を距離換算した値ｓの中で一番値が大きいものから調
整を行い（すなわち超音波ビーム密度等の設定値を変更し）、上記の判別式を満たすよう
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【００５７】
　以上、本発明を実施するための最良の形態について実施例を用いて説明したが、本発明
は上記実施例に限定されるものではなく、本発明の趣旨の範囲で適宜変更が許容されるも
のである。
【００５８】
　例えば、上記実施例では超音波プローブとして機械走査型の三次元超音波プローブを使
用する例を示したが、二次元振動子アレイを備えたいわゆる電子走査型の三次元超音波プ
ローブを用いる場合にも本発明を同様に適用可能である。
【００５９】
　また、上記実施例においては、本発明を医療用の超音波診断装置に適用するものとした
が、本発明は、工業製品や建造物等の欠陥検出等の非破壊検査に用いられる超音波診断装
置など、超音波の送受信を利用して対象の内部情報を取得する種々の装置に適用できるこ
とは明らかである。
【００６０】
　更に、本発明の超音波診断装置におけるモード選択手段又は計測指示受付手段は、上記
実施例のように操作部２１に設けられた機械的なスイッチ等とするほか、ソフトウェアに
実装されたソフト的スイッチとすることもできる。この場合、操作者は、操作部２１を用
いてモニタ１７に表示されたボタン等のソフト的スイッチを操作する。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本発明の一実施例に係る超音波診断装置の要部構成を示すブロック図。
【図２】同実施例の超音波診断装置における超音波の三次元走査を説明する図。
【図３】同実施例に係る超音波診断装置における撮像及び計測の手順を示すフローチャー
ト。
【図４】本発明の他の実施例に係る超音波診断装置の要部構成を示すブロック図。
【図５】同実施例に係る超音波診断装置における撮像及び計測の手順を示すフローチャー
ト。
【符号の説明】
【００６２】
１１…超音波プローブ
１２…送受信部
１３…機械走査制御部
１４…信号処理部
１５…デジタルスキャンコンバータ
１６…三次元画像生成部
１７…モニタ
１８…計測部
１９…記憶部
２０…中央制御部
２１…操作部
２２…制御条件保持部
２３…判定部
３１…超音波ビーム
３２…走査面
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